
22２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（１）少⼦⾼齢化・⼈⼝減少による農業者の減少と農村集落機能の低下

█ 農村・都市部の⼈⼝と⾼齢化率 █ 農業地域類型別の⼈⼝推移と将来予測

◯ 農村では、昭和45年以降、⼀貫して⼈⼝が減少基調にあり、都市部に⽐べると20年程度早く⾼齢化
が進⾏。

○ ⼈⼝減少は、農村の平地〜⼭地になるほど顕著となり、特に中⼭間地域においては、令和27年
（2045年）には平成27年（2015年）から半減すると⾒込まれる。

20年程度先行

資料︓総務省「国勢調査」、国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「都道府県の将来⼈⼝推計(平成25年
3⽉推計)」を基に農林⽔産省で推計。

注︓ここでは、国勢調査における⼈⼝集中地区（DID）を都市、それ以外を農村とした。
なお、⾼齢化率とは、⼈⼝に占める65歳以上の⾼齢者の割合。

注1) 国勢調査の組替集計による．なお，令和２年以降(点線部分)はコーホート分析による推計値．
2) 農業地域類型は平成12年時点の市町村を基準とし，平成19年4⽉改定のコードを⽤いて集計．

出典︓農林⽔産政策研究所「農村地域⼈⼝と農業集落の将来予測」（令和元年８⽉）



◯ 我が国の農業を⽀える基幹的農業従事者は年々⾼齢化し、今後⼀層の減少が⾒込まれることから、
担い⼿の確保が困難となり、農業の持続可能性が懸念される地域が発⽣する可能性がある。

○ なお、新規就農者は5.6万⼈（H30）で、概ね６万⼈程度で推移。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（１）少⼦⾼齢化・⼈⼝減少による農業者の減少と農村集落機能の低下

█ 基幹的農業従事者の年齢構成の推移
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█ 新規就農者の推移
全体の新規就農者数

49歳以下の新規就農者数

資料︓農林⽔産省「新規就農者調査」
注︓平成26（2014）年度調査から、新規参⼊者については、

従来の「経営の責任者」に加え、新たに「共同経営者」を含めた。
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２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（１）少⼦⾼齢化・⼈⼝減少による農業者の減少と農村集落機能の低下
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2%9%山間地域
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平地農業地域

都市的地域

無回答

○ 総⼾数５⼾以下の⼩規模な集落は5年間で⼭間地域で25%、中間地域で28%上昇。
○ 平成22年から27年にかけて集落内の無⼈化等により消滅した集落※は139集落。
○ 集落⼈⼝の減少により、集落機能が低下し、地域コミュニティの維持や地域資源の管理に⽀障が⽣

じるおそれ。
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█ 農業集落数の推移
25 ％上昇

28 ％上昇

資料︓農林⽔産省「2010年世界農林業センサス」「2015年農林業センサス」

█ 消滅（した）集落※の地域区分と農地の管理状況

資料︓国⼟交通省、総務省「平成27年度過疎地域等条件不利地域における集落の現状把握調査報告書」
※︓総務省調査における消滅(した)集落の定義は「当該集落内が実態として無⼈化し、通年での居住者が存在せず、市町村

⾏政においても、通常の⾏政サービスの提供を⾏う区域として取り扱わなくなった集落。」であり、津波被災地除
く。
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資料︓農林⽔産政策研究所
※︓1990年、2000年、2010年全てで調査対象となった125,120集落の抽出集計による。

⼩規模集落ほど集落
活動が停滞傾向

█ 農業⽣産に関する寄り合いを開催

█ 農業⽤⽔排⽔路を集落で保全・管理 （％）

（％）

(H22)     (H27) (H22)     (H27) (H22)     (H27) (H22)     (H27)



◯ ⼈⼝減少・⾼齢化が⼀層進⾏し、今後、離農者の増加・農業従事者の更なる減少が⾒込まれるなか、
耕地⾯積も、ピーク時の昭和36年（1961年）から58年間で169万ha（27.8％）減少。

◯ 荒廃農地の⾯積は、平成30年には28万haであり、そのうち中⼭間地域には17万6千ha（63％）存在。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（２）農業の⽣産基盤の脆弱化 ①農地の減少、荒廃化

█ 耕地⾯積の推移

資料︓農林⽔産省「耕地及び作付⾯統計」
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█ 荒廃農地⾯積の推移
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資料︓農林⽔産省農村振興局「荒廃農地の発⽣・解消状況に関する調査」、農林
⽔産省農村振興局調べ

注︓１）「荒廃農地」とは、現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の
農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地。

２）合計⾯積は、実績値。農業地域類型別⾯積は、平成29年改定の農業地域類型の市町
村において代表される類型を各年に当てはめて集計した推計値。

３）四捨五⼊の関係で、計が⼀致しない場合がある。
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◯ 全国の農業⽔利施設は、ダムや取⽔堰等の点的な基幹的施設が7.6千箇所、基幹的⽔路が５万㎞整備
されており、農業⽔利ストック全体の資産価値は33兆円に達している。

○ 今後10年間で標準耐⽤年数を経過する基幹的⽔利施設は全体の約４割の⾒込み。
○ ため池については、その多くが江⼾時代以前に築造されたものであり、耐震性や近年頻発する豪⾬

への脆弱性が懸念されている。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（２）農業の⽣産基盤の脆弱化 ②農業⽔利施設の⽼朽化

█ 農業⽔利ストックと資産価値 █ ⽼朽化が進む基幹的農業⽔利施設（H30.3.31時点）

注︓基幹的農業⽔利施設（受益⾯積100ha以上の農業⽔利施設）
の資産価値（再建設費ベース）

█ 築造年代が古く、豪⾬や地震に脆弱なため池

農業用用排水路
約40万ｋｍ以上
（地球約10周分）

うち基幹的水路 約５万ｋｍ

ダム、取水堰、用排水機場等 約7.6千箇所

注︓１） 農業⽔利施設の再建設費ベースによる評価算定
２） 基幹的⽔利施設は、受益⾯積100ha以上の農業⽔利施設
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資料︓農林⽔産省農村振興局調べ

注︓約9.6万か所は、H25~H27に実
施した全国のため池⼀⻫点検によ
り作成したため池データベースの
データ数
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資料︓農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査」（平成30年3⽉時点）

資料︓農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査」 （平成30年3⽉時点）
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◯ 農家及び基幹的農業従事者が減少し、⾼齢化が進⾏する⼀⽅、担い⼿の利⽤⾯積は農地⾯積全体の
６割となっており、⼤規模経営体と⼩規模農家の⼆極分化や⼟地持ち⾮農家の増加が進⾏。

○ 農村の⼈⼝減少・⾼齢化とともに遠隔地居住や所在不明の農地の増加に伴い、農地や農業⽔利施設
の保全管理も課題。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（２）農業の⽣産基盤の脆弱化 ③施設管理体制の脆弱化

█ 農地⾯積に占める担い⼿の利⽤⾯積の推移 █ 農家及び⼟地持ち⾮農家の推移

資料︓農林⽔産省「農業経営構造の変化」
注︓「担い⼿の利⽤⾯積」とは、認定農業者（特定農業法⼈含む）、市町村基本構想の⽔準到達者、
特定農業団体（平成15（2003）年度から）、集落営農を⼀括管理・運営している集落営農（平成17
（1995）年度から）が、所有権、利⽤権、作業委託（基幹３作業 耕起・代かき、⽥植え、収穫）
により経営する⾯積。

資料︓農林⽔産省「世界農林業センサス」
注︓「農家」とは、経営耕地⾯積が10ａ以上の農業を営む世帯または農産物販売⾦額が年間15万円

以上ある世帯。「⼟地持ち⾮農家」とは、農家以外で耕地及び耕作放棄地を５ａ以上所有してい
る世帯。
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○ 組合員の⾼齢化や減少に伴い、⼟地改良区の体制が脆弱化し、今後、農業⽔利施設を適切に維持管
理していくことが困難になるおそれ。

○ 農地周りの⽔路や畦畔等の維持管理について、⾼齢化の進⾏、⼟地持ち⾮農家の増加、経営規模の
拡⼤等により、管理が⾏き届かなくなる状況が懸念され、地域での保全管理が課題に。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（２）農業の⽣産基盤の脆弱化 ④施設管理体制の脆弱化

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ
注︓ほ場整備を進める⼟地改良区（n=301）に対する調査結果

（調査期間 平成23年10⽉〜11⽉）
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█ 農道・⽔路や畦畔の法⾯の管理に係る課題

█ ⼟地改良区の運営に関する課題

66%

57%

52%

21%

10%

0% 20% 40% 60% 80%

組合員による夫役が困難となり、
施設管理に⽀障

組合員が減少し、総代や役員の
選出が困難

賦課⾦徴収や滞納処分等の運営
事務に不安がある

現行の運営方法では、担い手の意見
が反映されない

その他

資料︓農林⽔産省農村振興局調べ
注︓平成29年1⽉に4,591の⼟地改良区を対象に⾏った調査で当該項⽬に回答のあった地区の集計結果（回答数1,141）
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資料︓農林⽔産省農村振興局調べ

█ ⼟地改良区職員数及び⼟地改良区数の推移
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○ 平成30年７⽉豪⾬、平成30年北海道胆振東部地震、令和元年東⽇本台⾵をはじめとした⼤規模な⾃
然災害により、農地・農業⽤施設においても多⼤な被害を受ける事態が発⽣。

○ 農業⽔利施設については、湛⽔被害等のリスクに対応する農地や周辺地域の排⽔対策、耐震対策の
必要性が⾼まっている。

２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（３）⼤規模⾃然災害の頻発化・激甚化

█ １時間降⽔量80mm以上の降⾬の年間発⽣回数█ 農地・農業⽤施設の被害額

█ 南海トラフ地震の被害想定エリア内の基幹的⽔利施設数
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資料︓農林⽔産省農村振興局調べ（H30年3⽉時点）

資料︓気象庁
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熊本地震 700億円

九州北部豪雨 400億円

平成30年７月豪雨 1,410億円
北海道胆振東部地震 580億円

東日本台風 2,100億円
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資料︓農林⽔産省



○ 短時間強⾬（１時間降⽔量50mm以上）の発⽣回数が増加。
○ ⼤⾬（⽇降⽔量100mm以上）の⽇数が増加。

30２ 農業・農村をめぐる情勢の変化
（３）⼤規模⾃然災害の頻発化・激甚化

※青線は５年移動平均を示す。

資料：気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018
（環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、気象庁）

※アメダスの地点数は年々増加（1976年時点で約800地点、2018年時点で約1,300地
点）しているため、1,300地点あたりに換算した値

※観測データの均質性が長期間継続している51観測地点における1地点あたりの年間日数

█ ⽇降⽔量100mm以上の年間⽇数の経年変化█ １時間降⽔量50mm以上の年間発⽣回数の経年変化




